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質
の
高
い
相
談
支
援
を
目
指
し
て

　
三
月
十
日
（
土
）
午
前
十
時
か
ら
北
九
州
市
立
東
部
障
害
者
福
祉
会
館
（
ウ
ェ
ル
と
ば
た
）
六
階
研
修
室

Ａ
・
Ｂ
で
平
成
二
十
九
年
度
北
九
州
市
障
害
者
相
談
員
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
さ
わ
や
か
」
か
ら
八
幡
東
区
の
身
体
障
害
者
相
談
員
の
一
員
と
し
て
高
原
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紙
面
上
、
内
容
を
一
部
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

話
し
合
い
を
重
ね
作
り
上
げ
た

『
障
害
者
差
別
解
消
条
例
』と

は
？

平
成
二
十
九
年
度
北
九
州
市
障
害
者
相
談
員
研
修
会
開
催

障
害
者
差
別
解
消
条
例

北
九
州
市
の
条
例
の
中
で

も
っ
と
も
長
い
名
称

障害者

差別解消相談コーナー

障害を理由とする差別に関する
相談を受け付け、事案の解決に
至るまでの支援を行います。

障害のある人、家族、関係者など

・障害を理由にサービスの提供や入店を拒否された

・障害を理由に施設等の利用や入会を制限された

事業者

・障害のある人から配慮の申し出があったが、適切な

 対応方法がわからない

・障害のある人に対して、どのような合理的配慮が必

 要なのか相談したい

より場所が変わります

【場所】北九州市役所８階
　　　　　　　北九州市小倉北区城内１番１号

【時間】平日8：30～17：00
　　（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く）

【電話】093-582-5515
【ＦＡＸ】093-582-5516
【メール】s-kaishou@mail2.city.kitakyushu.jp

お気軽にご相談ください

　
参
加
者
は
、
三
十
名
で
そ
の

う
ち
五
名
は
一
般
の
方
か
ら
の

参
加
で
し
た
。

　
初
め
に
、
社
会
推
進
セ
ン
タ

ー
の
櫻
木
氏
の
開
会
の
言
葉
が

が
あ
り
、
続
い
て
松
本
社
会
推

進
セ
ン
タ
ー
長
か
ら
「
北
九
州

市
で
は
、
北
九
州
市
障
害
福
祉

団
体
連
絡
協
議
会
（
以
下
障
団
連
）

が
障
害
者
差
別
解
消
条
例
を
作

ろ
う
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

を
立
ち
上
げ
、
北
九
州
市
と
の

話
し
合
い
を
重
ね
、
障
害
者
差

別
解
消
条
例
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。

　
四
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
障

害
者
相
談
員
、
知
的
障
害
者
相

談
員
の
方
々
が
全
く
無
関
係
で

は
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

今
日
は
い
ろ
い
ろ
と
皆
さ
ん
で

勉
強
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

と
主
催
者
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　
次
に
講
演
会
に
入
り
ま
し
た
。

テ
ー
マ
は
「
北
九
州
市
の
障
害

者
差
別
の
解
消
に
向
け
た
取
り

組
み
に
つ
い
て
」
と
題
し
、
講

師
に
北
九
州
市
保
健
福
祉
局
障

害
福
祉
企
画
課
差
別
解
消
法
担

当
秦
勝
彦
係
長
か
ら
話
が
あ
り

ま
し
た
。

　
秦
係
長
は
「
北
九
州
市
は
差
別

解
消
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。
　

こ
の
条
例
は
障
団
連
の
皆
様
と
の

共
同
作
業
の
な
か
で
作
り
上
げ
て

き
た
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　　
条
例
の
名
称
は
『
障
害
を
理
由
と

す
る
差
別
を
な
く
し
誰
も
が
共
に
生

き
る
北
九
州
市
づ
く
り
に
関
す
る
条

例
』
（
通
称
：
障
害
者
差
別
解
消
条

例
）
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
日

施
行
（
一
部
は
平
成
三
十
年
四
月
一

日
施
行
）
で
す
。
　

　
北
九
州
市
に
住
ん
で
い
る
、
誰
も

が
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
互

い
の
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が

ら
、
共
に
生
き
る
地
域
社
会
の
実
現
を

目
指
そ
う
と
の
想
い
で
条
例
が
出
来
上

が
り
ま
し
た
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　　
平
成
二
十
八
年
四
月
に
施
行
さ

れ
た
『
障
害
者
差
別
解
消
法
』
を

補
完
し
、
市
、
事
業
者
お
よ
び
市

民
が
協
力
し
て
、
「
障
害
を
理
由

と
す
る
差
別
」
の
解
消
に
向
け
て

主
体
的
に
取
り
組
み
、
共
生
社
会

の
実
現
を
目
指
す
た
め
の
条
例
で
す
。

　
①
障
害
の
あ
る
人

　
「
障
害
の
あ
る
人
」
と
は
、
障

害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
の
こ

と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神

障
害
、
発
達
障
害
、
難
病
な
ど
、

心
や
体
の
は
た
ら
き
に
障
害
が
あ

る
人
で
、
障
害
や
社
会
の
中
に
あ

る
「
社
会
的
障
壁
」
に
よ
っ
て
、

日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
相
当
な

制
限
を
受
け
て
い
る
人
の
こ
と
で
す
。

　
社
会
的
障
壁
と
は
？

　
障
害
の
あ
る
人
に
と
っ
て
、
日

常
生
活
や
社
会
生
活
を
送
る
上
で

障
壁
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
指
し

ま
す
。

　
社
会
に
お
け
る
事
物
（
通
行
、
利
用
し

に
く
い
施
設
、
設
備
な
ど
）

　
制
度
（
利
用
し
に
く
い
制
度
な
ど
）

　
慣
行
（
障
害
の
あ
る
人
を
意
識
し
て
い
な
い
慣

習
、
文
化
な
ど
）

　
観
念
（
障
害
の
あ
る
人
へ
の
偏
見
な
ど
）

　
②
「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
」
の

禁
止

　
市
お
よ
び
事
業
者
は
、
「
障
害

を
理
由
と
す
る
差
別
」
を
行
っ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
「
障
害
を
理
由

と
す
る
差
別
」
と
は
、
「
不
当
な

差
別
的
取
扱
い
」
を
す
る
こ
と
と
、

「
合
理
的
配
慮
」
を
し
な
い
こ
と

で
す
。

　
③
市
の
責
務
や
事
業
者
・
市

民
の
役
割

　
④
差
別
に
関
す
る
相
談
と
解

決
の
仕
組
み

　
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
に
関

す
る
相
談
は
、
ま
ず
は
、
「
障
害

者
差
別
解
消
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
で

専
門
相
談
員
が
対
応
し
ま
す
。
そ

れ
で
も
な
お
解
決
が
難
し
い
場
合

に
は
、
「
北
九
州
市
障
害
者
差
別

解
消
委
員
会
」
に
よ
る
助
言
・
あ

っ
せ
ん
等
を
行
う
こ
と
で
、
問
題

解
決
を
図
り
ま
す
。

　
⑤
障
害
お
よ
び
障
害
の
あ
る

人
へ
の
理
解
の
促
進

　
・
障
害
者
団
体
と
市
が
協
働
し
て

啓
発
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、

障
害
お
よ
び
障
害
の
あ
る
人
に
対
す

る
理
解
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

　
・
市
長
は
、
障
害
お
よ
び
障
害
の

あ
る
人
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の

取
組
や
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別

を
解
消
す
る
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
、

特
に
功
績
の
あ
っ
た
事
業
者
な
ど
を

表
彰
し
ま
す
。
（
裏
面
に
つ
づ
く
）

市・障害を理由とする差別の解消に
      関する施策を実施すること

事業者・障害および障害のある人
      に対する理解を深めるための研
      修などの取組を行うように努め
      ること　等

市民・障害および障害のある人への
　　  理解を深めるとともに、障害の
　　　ある人やその家族などが必要な
　　　支援を周囲に求めることができ
　　　るようなまちづくりに努めるこ
　　　と　　等



　　 　

障
害
に
応
じ
た
『
合
理
的
配
慮
』
の
例

第２５４号２０１８年３月３０日

　
障
害
の
あ
る
人
を
気
づ
か
な
い
う
ち
に
差
別
し
て
し
ま
う
こ
と
の
背
景
に
は
、
「
障
害
に
つ

い
て
よ
く
知
ら
な
い
」
「
配
慮
の
仕
方
が
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
障
害
に
つ
い
て
正
し
く
知
る
こ
と
が
適
切
な
配
慮
へ
の
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

視覚障害
・まったく見えない人と見えにくい人（細部がよく分からな

 い、光がまぶしい、暗いところで見えにくい、視野の中心

 や一部分が見えないなど）がいる。

・慣れていない場所では一人で移動することが難しい。

[合理的配慮例]

○要望に応じて拡大文字や

点字、音声の資料などを用意

する。

○「そちらに」ではなく「あなた

の右に」等、具体的に、本人

の向きを中心に伝える。

言語障害
・失語症など言語機能に障害のある人（話し言葉や

 文字の意味が理解できない、言いたい言葉が出な

 い・文字で書けないなど）と、声を出したり言葉を話

 すための音声機能に障害がある人がいる。

[合理的配慮例]

○表情や身振りを添えてゆっ

　くり簡潔に話し、要点は文字

　や数字で示す。

○本人のペースに合わせて

　ゆっくり話を聞く。

内部障害
・内臓の機能に障害があり、常に医療的対応を必要とする

 ことが多い（人工肛門やペースメーカー、人工透析など）。

・疲れやすく、長時間の歩行や立ったままの姿勢などが困

 難な場合がある。

・外見から分からないため、周囲に理解されにくい。

[合理的配慮例]

○疲れやすさに配慮した休憩スペースを設ける。

○ペースメーカーに影響する機器に注意する。

ハートプラスマーク
「身体内部に障害を持つ人」を表すマークです。内部障
害の人は、外見から不自由分かりにくいため、誤解を受
けることがあります。このマークを見かけたら、内部障害
について理解と配慮をお願いします。

発達障害
・自閉症スペクトラムやADHD（注意欠陥多動性障害）、

 LD（学習障害）など、脳の機能の障害であり、人に

 よって得意なことや苦手なことがさまざまである。

・場の状況に合わせた対応が苦手な場合がある。

・聞くよりも見て理解するほうが得意な人が多い。

[合理的配慮例]

○文字や絵などで具体的なス

　ケジュールや変更点など分

　かりやすく提示する。

○感覚過敏や気の散りやす

　さなど、状態に配慮して環

　境を調整する。

聴覚障害
・まったく聞こえない人と聞こえにくい人がいる。

・主なコミュニケーション手段（手話、口話、手振り、要約筆記など）

 は人によってさまざまである。

・声に出して話せる人もいるが、聞こえているとは限らない。

[合理的配慮例]

○筆談用のメモ用紙やボード等を用意しておく。

○要望に応じて手話通訳や要約筆記などの配慮をする。

耳マーク
聞こえが不自由であることを表すマークです。聴覚障害で
あることは外見からは分かりにくいため、コミュニケーション
のサポートのために作られました。聴覚に障害のある人が
安心して問合せ等ができるよう、配慮をお願いします。

肢体不自由
・手や足などの体の一部または全部に障害があり、

 移動や食事など日常のさまざまな場面で困難が

 ある。

・立つ、座るなどの姿勢の保持が難しい人や、自

 分の意思と関係なく手足などが動いてしまう人も

 いる。

[合理的配慮例]

○ドアの開閉を行う。

○ボタン操作の必要な機

   械等で困っていたら声

　をかけ、操作の手助け

    などを行う。

知的障害
・複雑な話や抽象的なことがらが理解しにくい。

・漢字の読み書きや計算が苦手な人もいる。

・人にたずねたり、自分の意見を言うことが苦手な

  人もいる。

[合理的配慮例]

○書類にルビや記入例を

   書いて、具体的にひとつ

　ずつ説明する。

○言葉だけではなく、絵や写

    真など、実物のイメージが

　分かるものを見せて伝える。

ヘルプマーク

　　　　　　外見からは分から

　　　　　　ない障害のある人

　　　　　　などが携帯し、周

　　　　　　囲の人に配慮を必

　　　　　　要としていることを

　　　　　　知らせることで、

　　　　　　援助を得やすくな

るよう作成されたマークです。

　市では、支援のする側の適切

な理解や支援につなげてもらうこ

とを目的とした「ヘルプカード」を

作成しています。

　この「ヘルプカード」には、障害

の特性や具体的な支援内容など

が書かれています。カードを提示

されたら、その記載内容に沿った

支援をお願いします。

　「ヘルプカード」は各区役所高

齢者・障害者相談コーナー、各出

張所にて配布しています。

精神障害
・統合失調症や気分障害などのさまざまな精神疾

 患により、日常生活や社会生活のしづらさが生じ

 る。

・ストレスや環境の変化に弱く、人とのコミュニケー

ションが苦手な人もいる。

・適切な治療・服薬と周囲の配慮があれば地域で

安定した生活を送ることができる。

・誤解や偏見の対象となりやすく、社会参加が妨げ

られがちである。

[合理的配慮例]
○病気を正しく理解し、穏やかな対応を心がける。

○伝える情報を整理し、ゆっくり、簡潔に伝える。

難病
・潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデスなど、治

 療法が確立されておらず、完治が難しい疾患の

 総称。

・病気や障害の状況が固定せず、進行したり変動

 したりすることがある。

・一見健康そうであっても、体調に波があり、疲れ

 やすかったり、免疫機能や体力の低下などもある。

[合理的配慮例]

○難病のある人への感染を予防するために、ア

 ルコール除菌スプレーの設置や、咳やくしゃみを

 している人はマスクの着用をする。

○トイレなどに行きやすい位置に座席を設ける。

 

　

　　
秦
係
長
は
「
障
害
者
差
別

解
消
条
例
を
作
っ
て
終
わ
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か

ら
が
重
要
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
こ
の
障
害
者
差
別
解
消
条

例
を
活
か
し
な
が
ら
差
別
の

解
消
に
向
け
て
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
」
と
話
さ
れ
講
演
会
は

終
了
し
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
事
例
発
表
と
し
て
、

身
体
障
害
者
相
談
員
の
竹
田

英
樹
氏
と
知
的
障
害
者
相
談

員
の
久
門
正
子
氏
の
話
が
あ
り

ま
し
た
。

　
竹
田
氏
は
「
相
談
窓
口
は
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
連
携
が

無
い
た
め
、
情
報
収
集
が
出
来

て
い
ま
せ
ん
。

　
障
害
者
差
別
解
消
条
例
制
定

を
き
っ
か
け
に
相
談
員
の
同
士

の
情
報
共
有
や
意
見
交
換
が
で

き
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
」
と
話
さ
れ
ま

し
た
。

　
久
門
氏
は
「
子
供
の
時
か
ら
、

障
害
の
あ
る
人
に
接
す
る
機
会

が
な
く
、
大
人
に
な
り
『
障
害

者
へ
の
差
別
を
無
く
そ
う
。
障

害
者
へ
の
偏
見
を
無
く
そ
う
』

と
言
わ
れ
て
も
、
ど
の
よ
う
に

対
応
す
れ
ば
い
い
か
、
接
し
方

な
ど
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い

い
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」
と
話
し
ま
し

た
。

　
最
後
に
、
講
演
会
に
つ
い
て

の
質
疑
応
答
が
あ
り
、
平
成
二

十
九
年
度
北
九
州
市
障
害
者
相

談
員
研
修
会
は
十
二
時
十
分
に

終
了
し
ま
し
た
。
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